
はじめに

役員に対する給与は、法人税法34条
1項の定期同額給与に該当する場合で
あっても、同条2項で、不相当に高額
な部分の金額は、損金の額に算入しな
いとしています。そして、同法施行令
70条1号で、実質基準における不相当
に高額な部分の金額を「当該役員の職
務の内容、その内国法人の収益及びそ
の使用人に対する給与の支給の状況、
その内国法人と同種の事業を営む法人
でその事業規模が類似するものの役員
に対する給与の支給の状況等に照ら
し、当該役員の職務に対する対価とし
て相当であると認められる金額を超え
る場合におけるその超える部分の金
額」と定めています。
「役員の職務の内容」については、
さいたま地裁平成19年12月19日判決で
は、「常務理事ないし取締役の職務は管
理者としての職務をその本質とする」
と判示しています（この判示は控訴審
である東京高裁平成20年10月1日判決
でも維持されています。）が、代表取
締役の配偶者等である役員に対する給
与の適正額が争われた判決では、職務
の内容から、配偶者等が非常勤役員に
当たると認定し、その適正額が、同業
種類似法人の非常勤役員に対する給与
と比較した判断がなされる場合が見受
けられます。
今回ご紹介する裁決は、役員給与の
平成18年改正前の事例ですが、代表取
締役の配偶者等が、非常勤役員と判断
された裁決と常勤役員と判断された裁
決を職務内容について判断された箇所
の事実認定を中心にご紹介したいと思
います。

Ⅰ 非常勤役員と判断され
た裁決

平20．11．14公表裁決
（Ｊ76－3－19）（棄却）

1．事案の概要
本件は、○○の製造及び販売等を事

業目的として設立された同族会社であ
る請求人が代表取締役Ｇの妻であるＨ
（取締役）に支払った役員報酬の適正
報酬額が争点となった事例です。
2．審判所の判断
①Ｇは、代表取締役として、○○の

製造販売、従業員に対する指揮命令、
あるいは資金繰り等経営全般について
従事していること、②Ｇの父で会長で
あるＪ（元代表取締役）は、経営方針
の決定、年末調整を含めた給与計算
等、資金繰り、融資の保証人及び対外
的な行事への出席など財務管理を中心
に多くの職務に従事していること、③
Ｈは、経営への参画、Ｇに対する経営
に関するアドバイス及び従業員からの
相談事への対応に従事していること等
が認められ、これらの事実から判断す
ると、請求人の経営方針の決定、○○
の製造販売及び資金繰り等の重要事項
に係る業務については、それらのほと
んどがＧ及びＪの二人により判断、決
定及び業務遂行が行われているものと
認められる。
また、請求人は、○○の製造業務を

除き、請求人の主要な業務であると認
められる①資金管理業務、②製造設
備、工場建物及び本社建物等の点検、
保守及び管理業務、③倉庫内商品の管
理・保管業務、④広告、販売管理、仕
入管理、経理会計業務及び総務事務を
外部（関連法人）に業務委託し、外部
委託した業務は、Ｊ及びＬ（取締役）
らが統括責任者等として業務を担当し
ていること等からすると、外部委託し
たこれらの業務について、Ｈが請求人
の取締役としての立場で担当すること
はないと認められる。
上記事実及びＨの申述等を総合的に

判断すれば、Ｈは、請求人の経営方針
の決定、○○の製造販売、資金繰り等
の重要事項には従事せず、請求人が外
部に委託した業務を担当することもな
く、月のうち、接待等の従事日数は僅

少であり、請求人の事務所への出社日
数もわずかで、その多くの日数は家事
や子供の世話に費やされていると認め
られることから、請求人の日常的な役
員としての職務に従事しない、いわゆ
る非常勤役員に当たるものと認めるの
が相当である。

Ⅱ 常勤役員と判断された
裁決

平17．3．25非公開裁決
（Ｆ0－2－248）（全部取消し）

1．事案の概要
本件は、主として○○○製造販売業
を営む同族会社である請求人が、筆頭
株主の妻である取締役Ｓに支給した役
員報酬額のうち不相当に高額な部分が
あるか否かが争点となった事例です。
原処分庁は、Ｓが、喫茶店を個人で
経営し、従事していること、仕事に関
して作成する書類がないこと、営業、
経理、人事、製造及び配達関係の仕事
をしていないこと等から、常勤役員（取
締役会の構成員をなすとともに、それ
ぞれの職位にあって業務の執行に当た
る者）としての勤務実態はなく、非常
勤役員（単に取締役として取締役会の
構成員をなすにすぎない者）であると
認められ、また、請求人の筆頭株主の
妻という事実以外に経営に参画してい
るとは認められないと主張しました。
2．審判所の判断
当審判所の調査の結果によれば、取
締役Ｓの請求人における役員としての
勤務状況は、①取締役会に出席するな
どして会社の経営方針の決定にかかわ
っていること、②請求人の決算書や法
人税の確定申告書を所轄の税務署へ提
出する前にその内容を確認するなどし
て、会社の業績について承知している
こと、③代表取締役から各従業員の勤
務成績の説明を受け、これを基に、請
求人の業績等を参考にして従業員の給
与や賞与を決定していること、④請求

人の事務所等には、週に3、4回は顔
を出し、代表取締役や従業員から、経
営上はもちろん日常業務に関する問題
点等についても聴取していることなど
が認められ、取締役として経営に参画
し、ほぼ常時勤務している事実が認め
られる。したがって、本件役員報酬額
を類似法人の非常勤役員の報酬の額と
比較する方法により、不相当に高額で
あるとする額を算出することは相当で
はない。

おわりに

Ⅰの裁決では、請求人の重要事項に
係わる業務については、代表取締役と
会長の二人により判断、決定及び業務
遂行が行われていることから、Ｈが経
営に参画しているとしても、重要事項
には従事していない、外部委託してい
る業務（管理業務）も担当していない、
接待等の従事日数、出社日数もわずか
ということで、非常勤役員と認定され
たのではないかと思われます。
Ⅱの裁決では、Ｓは個人で喫茶店を
経営し、従事し、請求人の主張によれ
ば、請求人には「午後1時ころから1
時間ないし2時間」臨社し、つり銭の
交付及び売上金の管理並びに草取り、
清掃作業をしていましたが、経営上及
び日常業務についての問題点等につい
て聴取していること等、会社の状況を
把握し、また、経営方針等の決定にも
かかわっていることから、常勤役員と
判断されたと思われます。
なお、ＴＡＩＮＳで検索する場合の
キーワードは、「役員報酬」（平成18年改
正後の事例では「役員給与」）、「妻」、「不
相当に高額」です。
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